


介護保険の認定を受けている方でも、厚生労働大臣が定める疾病；（図表２（８枚
目のスライド））厚生労働大臣が定める状態；（図表３（９枚目のスライド））の方は
毎日複数回訪問看護を利用できますし、

その他の方でも、急性増悪期、終末期、退院直後などの場合には、「特別訪問看
護指示書」により毎日複数回訪問看護を利用できます。









訪問看護指示書 （訪問看護指示料300点）
訪問看護指示書の有効期間は1か月から6か月間の有効期間があり、1枚につき
300点の訪問看護指示料が診療報酬として算定できます。
介護保険・医療保険の患者であっても同じ書式です。

ここで注意すべきなのは、病名にただ単に「○○ガン」と記載されている場合は、
介護保険の対象となります。

「○○ガン終末期あるいはターミナル期」と記載されていれば医療保険の対象とな
ります。
ガンと記載する場合は留意していただきたいと思います。
当然のことながら、第2号保険者の場合、16特定疾病の場合はガン末期でなけれ
ば介護保険を使用できませんので、第2号保険者の場合はガン末期と記載してい
ただきたいと思います。

同じ患者に２箇所の訪問看護ステーションに依頼する場合は、２箇所の訪問看護
ステーションに指示書が必要です。２箇所に訪問看護指示書を交付しても、１患者
につき300点の訪問看護指示料となります。ご注意ください。

必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算とし
て、患者１人につき月１回に限り、80点を所定点数に加算できます。

また、事前指示として高熱時や疼痛時などの対応方法が記載されているとスピー
ディーに動くことができます。



※必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算
として、患者１人につき月１回に限り、80点を所定点数に加算することができます。

在宅患者訪問点滴注射指示書 （在宅患者訪問点滴注射管理指導料（１週につ
き）60点）

点滴が必要で週３回以上の点滴を指示する場合には訪問看護指示書の他に点
綴注射指示書が必要となります。

書式は同じですが、１週間に１枚交付できます。週１回や２回の点滴は、点滴注射
指示書は必要はありません。皮下点滴は対象になりますが、 IVHは対象外です。

精神科訪問看護指示書 （精神科訪問看護指示料 300点）

精神科を標榜する医療機関の精神科の保険医が診療に基づき交付し、月１回主
治医が『300点』を算定できます。
対象は、精神障害を有する者、又はその家族です。
精神科訪問看護指示書の有効期間は１ヶ月から６ヶ月です。

精神科訪問看護は、精神障害のある方が自宅や地域で安心して暮らせるよう、看
護師が定期的に訪問し、必要に応じて相談や支援を行うことを目的としています。

退院後、自宅で生活する精神障害者がどのように生活しているか経過観察を行う
ことで、病気の再発や悪化を早期に発見するという目的もあります。



特別訪問看護指示書 （特別訪問看護指示料100点） 精神科特別訪問看護指示
書

患者の急性増悪や終末期、退院直後といった場合に、頻回の訪問看護が必要に
なった場合に交付してください。

特別訪問看護指示書は「訪問看護指示書」が交付されていることが条件となりま
す。特別訪問看護指示書の有効期間の場合は医療保険による訪問看護に切り替
わります。
特別訪問看護指示書は、訪問看護指示書と同一の医師による発行となります。
訪問看護の対象となる疾患に対して、医師の診療を受けた日から14日以内が有
効期限です。
原則として月1回の交付ですが、気管カニューレの利用者、あるいは、真皮を超え
る褥瘡のある利用者の場合は、月2回まで交付することができます。
特別訪問看護指示料は100点の診療報酬が算定できます。指示期間は月をまた
いでも構いません。













経済面の支援も考えていくのが訪問看護師です。

様々な公費制度を利用できますし、難病医療券や後期高齢者受給者証をお持ち
のかたでしたら、上限額を超えた場合の自己負担はありません。

週１回でも毎日複数回訪問看護でも、自己負担額が変わらないことが多いので、
経済的な負担を考えて訪問看護の導入や回数を躊躇している方には、
制度の有効活用方法をお教えしてあげていただければと思います。


